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【手続補正書】
【提出日】令和2年5月27日(2020.5.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの演算装置内における方法であって、
　発話された要求を受け取り、音声で応答することを含む音声通話を通じてユーザと対話
するように構成されている電子パーソナルアシスタントであるアプリケーションを前記演
算装置内で実行することと、
　複数のセンサによって状況を検知してセンサデータを生成することと、
　前記センサデータに基づいて状況スコアを算出することと、
　前記算出された状況スコアに基づいて、前記電子パーソナルアシスタントによって実行
されるアクションを保留することを含む、前記電子パーソナルアシスタントの振る舞いを
変更することと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記状況は、運転者が道路上において車両を運転している運転状況であり、
　前記算出することは、前記センサデータに基づいて運転状況スコアを算出することを有
し、且つ
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　前記変更することは、前記算出された運転状況スコアに基づいて前記電子パーソナルア
シスタントの振る舞いを変更することを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記検知することは、
　前記運転者の少なくとも１つの態様を検知すること、
　を含む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記検知することは、
　前記車両の少なくとも１つの態様を検知すること、
　を含む請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記検知することは、
　前記道路の環境の少なくとも１つの態様を検知すること、
　を含む請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記変更することは、
　前記電子パーソナルアシスタントによって前記運転者の気が散ることを防止するべく、
前記運転状況スコアが既定の値を有する場合に、前記運転者との間における前記電子パー
ソナルアシスタントによるやり取りを一時停止すること、
　を含む請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記やり取りを一時停止することは、
　前記運転者との間における口頭の又は視覚的な通信のうちの少なくとも１つを遅延させ
ること、
　を含む請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記変更することは、
　口頭の又は視覚的な支援のうちの少なくとも１つを前記運転者に提供すること、
　を含む請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも１つの演算装置であって、
　状況を検知する複数のセンサから受け取られたセンサデータに基づいて状況スコアを算
出するように構成された状況モニタと、
　発話された要求を受け取り、音声で応答することを含む音声通話を通じてユーザと対話
し、前記算出された状況スコアに基づいて、電子パーソナルアシスタントによって実行さ
れるアクションを保留することを含む、振る舞いを変更するするように構成されている電
子パーソナルアシスタントであるアプリケーションと、
　を備える少なくとも１つの演算装置。
【請求項１０】
　前記状況は、運転者が道路上において車両を運転している運転状況であり、且つ、前記
状況モニタは、前記センサデータに基づいて運転状況スコアを算出するように構成された
運転状況モニタを含む請求項９に記載の少なくとも１つの演算装置。
【請求項１１】
　前記センサは、
　前記運転者の少なくとも１つの態様を検知するように構成された第１センサ、
　前記車両の少なくとも１つの態様を検知するように構成された第２センサ、又は、
　前記道路の環境の少なくとも１つの態様を検知するように構成された第３センサ、
　のうちの少なくとも１つを備える請求項１０に記載の少なくとも１つの演算装置。
【請求項１２】
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　前記電子パーソナルアシスタントは、前記運転状況スコアが既定の値を有する場合に、
前記運転者との間における前記電子パーソナルアシスタントによるやり取りを一時停止し
、これにより、前記電子パーソナルアシスタントによって前記運転者の気が散ることを回
避することにより、振る舞いを変更するように構成されている請求項１０に記載の少なく
とも１つの演算装置。
【請求項１３】
　前記運転状況モニタ及び前記電子パーソナルアシスタントを実装するモバイルユーザー
装置を更に備える請求項１０に記載の少なくとも１つの演算装置。
【請求項１４】
　前記電子パーソナルアシスタントを実装するモバイルユーザー装置を更に有し、且つ、
　前記運転状況モニタは、前記車両のプロセッサ回路によって実装されている請求項１０
に記載の少なくとも１つの演算装置。
【請求項１５】
　前記運転状況モニタ及び前記電子パーソナルアシスタントを実装する前記車両のプロセ
ッサを更に備える請求項１０に記載の少なくとも１つの演算装置。
【請求項１６】
　演算装置であって、
　少なくとも一つのプロセッサ回路と、
　前記少なくとも一つのプロセッサ回路により実行されて動作を実行するプログラムコー
ドを格納するメモリと、を備え、
　前記動作は、
　発話された要求を受け取り、音声で応答することを含む音声通話を通じてユーザと対話
するように構成されている電子パーソナルアシスタントであるアプリケーションを実行す
ることと、
　状況を検知する複数のセンサから受け取られたセンサデータに基づいて状況スコアを算
出することと、
　前記算出された状況スコアに基づいて、前記電子パーソナルアシスタントによって実行
されるアクションを保留することを含む、前記電子パーソナルアシスタントの振る舞いを
変更することと、
　を含む演算装置。
【請求項１７】
　前記状況は、運転者が道路上において車両を運転している運転状況であり、
　前記算出することは、前記センサデータに基づいて運転状況スコアを算出することを有
し、且つ
　前記変更することは、前記算出された運転状況スコアに基づいて前記電子パーソナルア
シスタントの振る舞いを変更することを含む、請求項１６に記載の演算装置。
【請求項１８】
　前記検知することは、
　前記運転者の少なくとも１つの態様を検知すること、
　前記車両の少なくとも１つの態様を検知すること、又は
　前記道路の環境の少なくとも１つの態様を検知すること、
　の何れか一つを含む、請求項１７に記載の演算装置。
【請求項１９】
　前記変更することは、
　前記電子パーソナルアシスタントによって前記運転者の気が散ることを防止するべく、
前記運転状況スコアが既定の値を有する場合に、前記運転者との間における前記電子パー
ソナルアシスタントによるやり取りを一時停止することを含む、請求項１７に記載の演算
装置。
【請求項２０】
　前記やり取りを一時停止することは、
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　前記運転者との間における口頭の又は視覚的な通信のうちの少なくとも１つを遅延させ
ることを含む、請求項１９に記載の演算装置。
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